
（様式１） 平成２７年度 学力向上を図るための全体計画 練馬区立石神井東小学校

指導内容・指導方法の工夫 教育課程編成上の 校内における研究や研修の工夫 評価活動の工夫 家庭や地域社会との連携の工夫

工夫・教育環境の整備

・体験的・問題解決的な学習 ・朝読書１０分間を週３回実施 ・小中一貫・連携教育の研究を ・一人一人のよさを見取る ・学校関係者評価や学校公開

の重視 ・石東句会（俳句作り）月１回実 実践校として推進 ことができるように工夫 意見を授業改善に活用

・算数と理科でＴＴや習熟度 施 ・中学校と共同の研究組織で、 ・自己点検シートや授業観 ・道徳授業地区公開講座の実施

別指導の工夫 ・学級の時間を金曜日に設定 小中の円滑な接続を意識した 察シートを用いた授業の ・社会科、生活科、総合的な

・低学年の音楽、図工でＴＴ ・週４日の放課後学習教室の実施 授業改善の推進 改善 学習の時間に、地域のゲス

指導実施 ・長期休業日中の３日間補充学習 ・算数科においての基礎基本の ・評価計画の作成、改善 トティーチャーを活用

・発展的な学習・補充的な学 教室の実施 定着を図る授業改善の推進 ・家庭学習の推進

習の開発 ・書画カメラ、プロジェクター、
電子黒板等ＩＣＴの活用

よく分かる授業
よく分かる授業の工夫
①学習への興味・関心をもたせる

②日常生活の中から課題を見付ける

③体験的活動や操作活動を取り入

れるとともに実生活に生かす

④一人一人の児童に課題をもた

せ、課題解決を図らせる

⑤評価を指導に生かし、指導と

評価の一体を図る

〔授業力向上の視点と具体的な手だて〕
○児童の学力を向上させる手だて
・学習意欲 ・思考力 ・表現力 ・知識技能

○教師の指導力を向上させる手だて
・学習習慣 ・板書 ・発問 ・個に応じた指導

〔石神井東小学校における確かな学力〕
〇石神井東小学校では学習指導要領に示された方針や、各教科の目標
および内容を重視し、一人一人の児童に確かな学力の向上を図る。

○すべての学習にわたって、自ら学び、自ら考える児童を育てるとともに、
学習意欲や、基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図る。

自ら考え、意欲的に学ぶ児童の育成
基礎的・基本的な学習内容の定着

キャリア教育の指導の重点
・児童一人一人の能力や適正を正
しく把握し、自己の将来に希望
や生きがいがもてるよう指導助
言する。

・学校生活の中で、自己のよさや
役割について意識化させる生き
方指導に努めるとともに６年生
については中学校区別研究協議
会や小中連絡会、体験入学等を
通して中学校との連携を図り児
童の進学への不安をなくす。

生活指導の指導の重点
・集団生活を通して、基本的な生
活習慣の形成を図り、児童が自
主的に考え正しく判断し、意欲
的に行動する態度を育てる。

・「気持ちのよい挨拶をしよう」
を年間重点目標にして、全教職
員が一致協力して、挨拶の励行
を推進する。

〈児童の実態や保護者・
地域の願い〉

・学力や体力の向上
・思いやりの育成
・地域を愛する心の涵養

特別活動の指導の重点
・心身の調和のとれた発達と個性
の伸長を図り、よりよい生活や
人間関係を築く態度を育てる。

・児童が自己の生き方について考
え、自己を生かす能力を養う。

外国語活動の指導の重点
・外国語を通じて、言語や文化につ

いて体験的に理解を深め、コミュ

ニケーションを図ろうとする態度

を育てる。

・外国語の音声や基本的な表現に慣

れ親しませながら、コミュニケー

ション能力の素地を養う。

総合的な学習の指導の重点

～見付けよう･広めよう･高めよう～

(1)自ら課題を見付け、自ら学び、自
ら考え、主体的に判断し、よりよ

く問題を解決する資質や能力を育

てること。

(2)学び方やものの考え方を身に付け、
問題の解決や探究活動に主体的、

創造的に取り組む態度を育て、自

己の生き方を考えることができる

ようにすること。

(3)各教科で身に付けた知識や技能を
相互に関連付け、それらを学習や

生活に生かし、総合的に働くこと

ができるようにすること。

＜学校の教育目標＞
人間尊重や国際協調の精神に立ち、知・徳・体の調和のとれた

人間性豊かな児童を育てるために
○よく考える子供
○仲よくする子供
○健康な子供

を育てる。

学校経営計画（学力に関して）
「知・徳・体の調和のとれた、人間性豊かな児童を育てるために

確かな学力の向上を図る」
〈学習指導の基本方針）
・各教科の学習において、学習意欲を育て、基礎的・基本的な知識や技
能を確実に習得させるとともに、思考力・判断力・表現力をはぐくみ、総
合的な学力の向上を図る。

（学習指導の具体的な方策）
・教員の研究や研修を充実させ、授業改善を推進し、全教員の指導
力を育て、学校全体の授業力の向上を図る。

・学習指導要領の趣旨を生かした学習指導、習熟度別授業やＴＴなどの
きめ細かい指導、放課後の学習教室を実施し、一人一人の児童によく
分かる授業を推進する。

・通常学級と特別支援学級が連携し、個別指導計画を活用して個に
応じた指導を推進し、特別支援教育の充実を図る。

＜関係法令＞
・日本国憲法
・教育基本法、学校教育法
・学習指導要領 等

道徳教育の指導の重点
○学校の教育活動全体を通じて、
道徳的な心情、判断力、実践意
欲と態度などの道徳性を養う。

○道徳の時間においては、各教科、
外国語活動、総合的な学習の時
間、特別活動における道徳教育
と密接な関係を図り、これを補
充、深化、統合し、自己の生き
方についての考えを深め、道徳
的実践力を育成する。

各教科の指導の重点
（国語）国語を適切に表現し、
正確に理解する力を育てるた
め、伝え合う力や、思考想像力、
言語感覚を高める。
（社会）社会生活や、わが国
の国土と歴史への理解を深め、
公民的資質の基礎を養う。
（算数）算数的活動を通して、
数量や図形の基礎的基本的な知
識や技能を身に付け ,筋道を立
てて考え、表現する能力を育て
る。
（理科）自然に親しみ、問題解
決能力と自然を愛する心情を育
て、自然の事物・事象について
理解を図り、科学的な見方や考
え方を養う。
（生活）具体的な活動や体験を
通して、自分自身や自分の生活
について気付かせ、生活上必要
な習慣や技能、自立への基礎を
養う。
（音楽）音楽を愛好する心情と
感性を育て、自分の思いや感じ
る心を大切する、豊かな情操を
養う。
（図画工作）感性を働かせてつ
くりだす喜びや、造形的な創造
活動の能力を養い、個性的
な創造力や豊かな情操を育て

る。
（家庭）日常生活に必要な基礎
的・基本的な知識や技能を身に
付け、家族の一員として生活を
よくしようとする実践的な態度
を育てる。
（体育〉生涯にわたって、運動
に親しむ資質や能力を育て、健
康の増進や体力の向上を図り、
楽しく明るい生活を営む態度を
育てる。


